
  

  公共工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する事務     

取扱要綱  

                   平成１３年５月１日制定  

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律（平成１２年法律第１２７号）」の規定に基づき防府市が発注

する建設工事等（防府市建設工事等請負業者選定事務要綱第１条に

規定する「建設工事等」をいう）の入札及び契約に係る情報の公表

に関する事務について必要な事項を定めるものとする。  

 （発注見通しの公表）  

第 2 条 毎年度の発注見通しの公表は、次のとおりとする。  

１ 公表対象  

  予定価格が４００万円以上と見込まれる工事及び１，０００万円

以上と見込まれる業務委託を対象とする。  

２ 公表時期  

（１）通年分を４月１日に公表し、以降７月、１０月、１月に変更

及び追加分を公表する。  

（２）公表後、次期公表までの期間内に発注することになった工事

は、毎月追加で公表する。  

３ 公表方法  

  「発注予定工事一覧表」により公表する。  

４ 公表場所  

  契約課で閲覧並びにインターネットにおいても公表する。  

５ 公表終期  

  当該年度末（３月３１日）まで公表する。  

 （情報の公表）  

第３条 契約締結後の情報の公表は、次のとおりとする。  

１ 公表対象  

予定価格が２００万円以上の工事及び１００万円以上の業務委託

を対象とする。  



  

２ 公表時期  

  契約及び変更契約締結後遅滞なく公表する。  

３ 公表内容  

（１）一般競争入札の参加資格  

公告文を掲示対象期間以降も引続き公表する。  

（２）一般競争入札  

入札に参加させなかった者の名称及びその理由  

（３）指名競争入札  

指名した者の名称及び指名理由  

（４）最低価格入札者を落札者とせず他の者を落札者とした場合の

理由  

（５）最低制限価格設定の場合における同価格未満の入札者  

（６）総合評価方式の入札方式を行った場合の理由、落札者決定基

準及び落札理由  

（７）契約の内容  

（８）変更契約（金額の変更を伴なう契約）後の内容及び理由  

（９）随意契約の場合における相手方の選定理由  

４ 公表方法  

（１） 上記３の (2)については、「一般競争入札参加資格審査結果通

知書」により公表する。  

（２）上記３の (3)については、「入札参加指名業者表」により公表

する。  

（３）上記３の (4)については、調査の結果及び意見を記載した書面

により公表する。  

（４）上記３の (７ )(８ )については、「契約内容説明書」により公表  

する。  

（５）上記３の (９ )については、「随意契約業者選定書」により公表

する。  

５ 公表場所  

契約課で閲覧する。  



  

６ 公表終期  

公表した日の翌日から当該年度並びに翌年度まで公表する。  

 （入札参加者等の公表）  

第４条 入札参加者の資格（格付基準を含む）・名簿・指名基準の公表

は、契約課で閲覧並びにインターネットにおいても公表する。  

 （その他）  

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるもの

とする。  

   附 則  

  （施行期日）  

 この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。  

   附 則（一部改正）  

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

   附 則（一部改正）  

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附 則（一部改正）  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

   附 則（一部改正）  

 この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。  

   附 則（一部改正）  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

附 則（一部改正）  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 


